
本
条
…
追
加
〔
昭
和
五
一
年
六
月
法
律
六
八
号
〕、
一
項
…
一
部
改
正
・
旧
一
九
条
の
二
…
繰

下
〔
平
成
三
年
一
〇
月
法
律
九
五
号
〕、
一
・
二
項
…
一
部
改
正
〔
平
成
四
年
一
二
月
法
律
一

〇
五
号
〕、
二
項
…
削
除
〔
平
成
五
年
一
一
月
法
律
八
九
号
〕、
本
条
…
一
部
改
正
、
一
項
…
一

部
改
正
・
二
項
…
追
加
〔
平
成
九
年
六
月
法
律
八
五
号
〕、
一
項
…
一
部
改
正
〔
平
成
一
二
年

六
月
法
律
一
〇
五
号
〕、
一
・
二
項
…
一
部
改
正
〔
平
成
一
一
年
一
二
月
法
律
一
六
〇
号
〕、
一

項
…
一
部
改
正
〔
平
成
一
二
年
六
月
法
律
一
〇
五
号
・
一
五
年
六
月
九
三
号
・
一
八
年
二
月
五

号
〕

委
任　

二
項
の
「
環
境
省
令
」
＝＜

本
法
施
行
規
則＞

一
五
条

罰
則　

一
項
関
係
＝＜
本
法＞
二
五
条
一
項
五
号
・
三
二
条
二
号

第
十
九
条
の
四
の
二　

前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
（
第
九
条
の
九
第
一
項

の
認
定
に
係
る
一
般
廃
棄
物
の
当
該
認
定
に
係
る
処
分
が
行
わ
れ
た
場
合
に

限
る
。）
に
お
い
て
、
生
活
環
境
の
保
全
上
支
障
が
生
じ
、
又
は
生
ず
る
お

そ
れ
が
あ
り
、
か
つ
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る

と
き
は
、
市
町
村
長
は
、
当
該
認
定
を
受
け
た
者
（
処
分
者
等
を
除
く
。
以

下
「
認
定
業
者
」
と
い
う
。）
に
対
し
、
期
限
を
定
め
て
、
支
障
の
除
去
等

の
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
当
該
支
障
の
除
去
等
の
措
置
は
、
当
該
一
般
廃
棄
物
の
性
状
、
数
量
、

処
分
の
方
法
そ
の
他
の
事
情
か
ら
み
て
相
当
な
範
囲
内
の
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一　

処
分
者
等
の
資
力
そ
の
他
の
事
情
か
ら
み
て
、
処
分
者
等
の
み
に
よ
つ

て
は
、
支
障
の
除
去
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
困
難
で
あ
り
、
又
は
講

じ
て
も
十
分
で
な
い
と
き
。

二　

認
定
業
者
が
当
該
認
定
に
係
る
一
般
廃
棄
物
の
処
理
に
関
し
適
正
な
対

価
を
負
担
し
て
い
な
い
と
き
、
当
該
処
分
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
知
り
、
又

は
知
る
こ
と
が
で
き
た
と
き
そ
の
他
第
九
条
の
九
第
六
項
の
規
定
の
趣
旨

に
照
ら
し
認
定
業
者
に
支
障
の
除
去
等
の
措
置
を
採
ら
せ
る
こ
と
が
適
当

で
あ
る
と
き
。

２　

前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
つ
い
て
準
用
す

る
。

本
条
…
追
加
〔
平
成
一
五
年
六
月
法
律
九
三
号
〕

委
任　

二
項
で
準
用
す
る
一
九
条
の
四
第
二
項
の
「
環
境
省
令
」
＝＜

本
法
施
行
規
則＞

一
五

条
の
二

罰
則　

一
項
関
係
＝＜

本
法＞

二
五
条
一
項
五
号
・
三
二
条
二
号

第
十
九
条
の
五　

産
業
廃
棄
物
処
理
基
準
（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
に
あ
つ
て

は
、
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
理
基
準
）
に
適
合
し
な
い
産
業
廃
棄
物
の
処

分
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
生
活
環
境
の
保
全
上
支
障
が
生
じ
、
又
は

生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
都
道
府
県
知
事
（
第
十
九

条
の
三
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
及
び
当
該
処
分
を
行
つ
た
者
が
当
該
産
業
廃

棄
物
を
輸
入
し
た
者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県

知
事
。
次
条
及
び
第
十
九
条
の
八
に
お
い
て
同
じ
。）
は
、
必
要
な
限
度
に

お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
者
（
次
条
及
び
第
十
九
条
の
八
に
お
い
て
「
処
分
者

等
」
と
い
う
。）
に
対
し
、
期
限
を
定
め
て
、
そ
の
支
障
の
除
去
等
の
措
置

を
講
ず
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

一　

当
該
処
分
を
行
つ
た
者
（
第
十
一
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
そ
の
事
務
と
し
て
当
該
処
分
を
行
つ
た
市
町
村
又
は
都
道
府
県
を
除

く
。）

二　

第
十
二
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
、
第
十
二
条
の
二
第
三
項
若
し
く

一
四
八

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律

　
　
　

第
一
編　

法
令
・
通
知
編

〔
廃
棄
物
四
六
九
〕①



廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

八
二
〇（
〜
八
三
〇
）

　
　
　

第
一
編　

法
令
・
通
知
編

〔
廃
棄
物
四
七
八
〕①



○
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
等
の
施
行
に

つ
い
て

平
成
十
八
年
三
月
十
五
日

環
廃
対
発
第
〇
六
〇
三
一
五
〇
〇
一
号
、
環
廃
産
発
第
〇
六
〇
三
一
五
〇
〇
一

号　

各
都
道
府
県
知
事
・
各
政
令
市
市
長
あ
て　

環
境
省
大
臣
官
房
廃
棄
物
・

リ
サ
イ
ク
ル
対
策
部
長
通
知

　

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平

成
十
七
年
法
律
第
四
十
二
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。）
が
平
成
十
七
年

五
月
十
八
日
に
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
及
び
ポ
リ

塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行

令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
三
百
十
号
。
以
下
「
改
正

政
令
」
と
い
う
。）
が
平
成
十
七
年
九
月
三
十
日
に
そ
れ
ぞ
れ
公
布
さ
れ
、
改

正
法
（
附
則
第
一
条
第
二
号
に
規
定
す
る
部
分
に
限
る
。）
及
び
改
正
政
令

（
附
則
第
一
条
第
二
号
に
規
定
す
る
部
分
に
限
る
。）
が
平
成
十
八
年
四
月
一

日
か
ら
施
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

　

つ
い
て
は
、
下
記
の
事
項
に
留
意
の
上
、
そ
の
運
用
に
当
た
り
遺
漏
な
き
を

期
す
る
と
と
も
に
、
貴
管
下
市
町
村
等
に
対
し
て
は
、
貴
職
よ
り
周
知
願
い
た

い
。

　

な
お
、
本
通
知
は
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二

百
四
十
五
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
技
術
的
な
助
言
で
あ
る
こ
と
を
申

し
添
え
る
。

　
　
　
　
　

記

第
一　

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
産
業
廃
棄
物
関

係
事
務
等
を
行
う
市
の
長
に
係
る
改
正

　

１　

改
正
の
趣
旨

　

改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
。
以
下
「
旧
法
」
と
い
う
。）
で

は
、
都
道
府
県
知
事
が
行
う
産
業
廃
棄
物
の
関
係
事
務
等
（
旧
法
第
二
十

条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
廃
棄
物
再
生
事
業
者
の
登
録
事
務
を
除
き
、

旧
法
第
八
条
に
規
定
す
る
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
許
可
等
の
事
務

を
含
む
。
以
下
「
産
業
廃
棄
物
関
係
事
務
等
」
と
い
う
。）
は
、
保
健
所

を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
（
地
域
保
健
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百

一
号
）
第
五
条
に
規
定
す
る
市
又
は
特
別
区
を
い
い
、
以
下
「
保
健
所
設

置
市
」
と
い
う
。）
に
あ
っ
て
は
、
当
該
市
長
又
は
区
長
が
行
う
こ
と
と

さ
れ
て
い
た
。（
た
だ
し
、
特
別
区
に
あ
っ
て
は
地
域
保
健
対
策
強
化
の

た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
八
十
四

号
）
附
則
第
十
二
条
に
お
い
て
、
当
分
の
間
、
産
業
廃
棄
物
関
係
事
務
等

は
東
京
都
知
事
が
行
う
も
の
と
さ
れ
た
。）

　

し
か
し
今
日
に
お
い
て
、
経
済
活
動
の
広
域
化
等
に
伴
い
、
産
業
廃
棄

物
の
処
理
に
つ
い
て
は
広
域
化
が
進
み
、
ま
た
、
大
規
模
な
不
適
正
処
理

二
四
〇
一
の
一
三
一

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
等
の
施

行
に
つ
い
て

　
　
　

第
一
編　

法
令
・
通
知
編

〔
廃
棄
物
四
六
九
〕①



○
容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品

化
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
第
七
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
八
年
度
以

降
の
五
年
間
に
つ
い
て
の
分
別
基
準
適
合

物
の
再
商
品
化
に
関
す
る
計
画
を
定
め
た

件　

平
成
十
八
年
一
月
三
十
日
号
外

財　

務　

省
、
厚
生
労
働
省
、

農
林
水
産
省
、
経
済
産
業
省
、
告
示
第
一
号

環　

境　

省

　

容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平

成
七
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
八
年

度
以
降
の
五
年
間
に
つ
い
て
の
分
別
基
準
適
合
物
の
再
商
品
化
に
関
す
る
計
画

を
次
の
よ
う
に
定
め
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
表
し
、
平

成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

な
お
、
平
成
十
四
年
財　

務　

省
、
厚
生
労
働
省
、

農
林
水
産
省
、
経
済
産
業
省
、

環　

境　

省　
　
　
　
　
　
　

告
示
第
二
号
（
容
器
包

装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
第
七
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
五
年
度
以
降
の
五
年
間
に
つ
い
て
の
分
別
基
準
適

合
物
の
再
商
品
化
に
関
す
る
計
画
を
定
め
た
件
）
は
、
平
成
十
八
年
三
月
三
十

一
日
限
り
、
廃
止
す
る
。

一　

容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施

行
規
則
（
平
成
七
年　

大　

蔵　

省
、
厚　

生　

省
、

農
林
水
産
省
、
通
商
産
業
省

令
第
一
号
。
以
下

「
規
則
」
と
い
う
。）
第
四
条
第
一
号
に
定
め
る
分
別
基
準
適
合
物
（
以
下

「
無
色
の
ガ
ラ
ス
製
容
器
に
係
る
分
別
基
準
適
合
物
」
と
い
う
。）

１　

各
年
度
に
お
い
て
再
商
品
化
が
さ
れ
る
量
の
見
込
み

　

平
成
十
八
年
度
か
ら
平
成
二
十
二
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
再
商

品
化
が
さ
れ
る
無
色
の
ガ
ラ
ス
製
容
器
に
係
る
分
別
基
準
適
合
物
の
量

は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
年
度
ご
と
に
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お

り
と
見
込
ま
れ
る
。

年　
　

度

（
平
成
）

再
商
品
化
が
さ
れ
る
無
色
の
ガ
ラ
ス
製
容
器
に
係
る
分
別

基
準
適
合
物
の
量
の
見
込
み
（
単
位　

千
ト
ン
）

十
八

一
五
〇

十
九

一
五
〇

二
十

一
五
〇

二
十
一

一
五
〇

二
十
二

一
五
〇

第
一
編　

法
令
・
通
知
編　
　
容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
八

年
度
以
降
の
五
年
間
に
つ
い
て
の
分
別
基
準
適
合
物
の
再
商
品
化
に
関
す
る
計
画
を
定
め
た
件

九
三
一
三

〔
廃
棄
物
四
六
二
〕②




